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井

英

勝

290



宇
宙
の
軍
事
利
用
目
的
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
六
月
二
十
日
、
自
民
・
公
明
両
党
に
よ
り
衆
議
院
に
宇
宙
基
本
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
継
続
審
議
扱
い
と
な
っ
た
。

本
年
第
百
六
十
九
通
常
国
会
で
、
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
た
同
法
案
は
、
自
民
・
公
明
・
民
主
三
党
間
で
修
正
協
議
が
行
わ
れ

た
。
五
月
九
日
、
自
民
・
公
明
両
党
は
、
継
続
審
議
の
同
法
案
を
い
っ
た
ん
撤
回
。
自
民
・
公
明
・
民
主
三
党
は
、
民
主
党
の

意
向
を
加
え
た
形
で
修
正
、
改
め
て
宇
宙
基
本
法
案
を
内
閣
委
員
長
提
出
の
形
で
共
同
提
案
し
た
。

宇
宙
基
本
法
案
は
「
宇
宙
開
発
は
平
和
の
目
的
に
限
る
」
と
し
た
、
一
九
六
九
年
の
い
わ
ゆ
る
宇
宙
の
平
和
利
用
決
議
の
解

釈
、
自
衛
隊
に
よ
る
宇
宙
開
発
と
そ
の
軍
事
利
用
な
ど
、
憲
法
第
九
条
の
平
和
主
義
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
を
徹
底
し
て
審
議

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
委
員
会
で
の
法
案
審
議
は
、
衆
・
参
合
わ
せ
て
も
わ
ず
か
約
四
時
間
と

い
う
き
わ
め
て
短
時
間
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
右
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
提
案
者
と
政
府
へ
の
質
疑
を
、
わ

が
党
を
除
い
て
ま
と
も
に
行
わ
な
い
ま
ま
、
宇
宙
基
本
法
は
五
月
二
十
一
日
、
自
民
・
公
明
・
民
主
三
党
等
の
賛
成
に
よ
り
成

立
し
た
。

科
学
衛
星
や
天
体
探
査
機
な
ど
に
よ
る
宇
宙
の
解
明
と
真
理
の
探
究
、
ま
た
そ
の
た
め
の
軍
事
と
一
線
を
画
し
た
自
主
・
民

主
・
公
開
の
原
則
に
よ
る
技
術
開
発
の
促
進
こ
そ
、
憲
法
の
平
和
主
義
理
念
の
体
現
で
あ
る
。
現
在
、
政
府
は
、
宇
宙
基
本
法

一



に
基
づ
く
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
と
、
そ
の
下
に
設
置
さ
れ
た
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
に
お
い
て
、
宇
宙
の
軍
事
利
用
を
含

ん
だ
宇
宙
基
本
計
画
の
作
成
作
業
を
進
め
て
い
る
。
同
時
に
防
衛
省
で
も
具
体
的
な
宇
宙
の
軍
事
利
用
方
法
の
検
討
が
始
ま
っ

て
い
る
。
宇
宙
の
軍
事
利
用
は
、
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
て
憲
法
の
平
和
主
義
の
原
則
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）

宇
宙
の
平
和
利
用
決
議
の
制
約
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
宇
宙
の
研
究
・
開
発
は
国
際
的
に
立
ち
遅
れ
て
い

た
と
考
え
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
軍
事
利
用
の
面
に
つ
い
て
、
国
際
的
に
立
ち
遅
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
認
識
か
。

（
二
）

宇
宙
基
本
法
に
よ
り
日
本
の
宇
宙
開
発
の
軍
事
利
用
が
解
禁
さ
れ
、
自
衛
隊
が
宇
宙
を
軍
事
利
用
す
る
た
め
軍
事
衛

星
を
開
発
、
所
有
、
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
認
識
に
間
違
い
は
な
い
か
。

（
三
）

宇
宙
開
発
・
利
用
を
自
衛
隊
が
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
は
、
日
本
の
宇
宙
分
野
の
軍
需
産
業
の
育
成
と
繁
栄

に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
か
。
あ
る
い
は
民
生
・
平
和
分
野
で
の
宇
宙
産
業
の
育
成
と
繁
栄
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
に

な
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

（
四
）

本
年
五
月
九
日
の
衆
院
内
閣
委
員
会
で
の
宇
宙
基
本
法
案
の
審
議
で
、
提
案
者
の
河
村
建
夫
議
員
は
私
の
質
問
に
対
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し
、
「
宇
宙
基
本
法
案
が
宇
宙
の
平
和
利
用
決
議
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
答
弁
さ
れ
、
十
一
月
十
二
日
の
衆

院
内
閣
委
員
会
で
は
、
政
府
の
一
員
と
し
て
河
村
建
夫
官
房
長
官
は
同
様
に
、
「
宇
宙
基
本
法
は
平
和
利
用
決
議
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
答
え
ら
れ
た
。

宇
宙
基
本
法
は
平
和
利
用
決
議
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
の
平
和
主
義
に
則
っ
て
い
る
と
政
府
が
主
張
す

る
根
拠
は
、
平
和
利
用
決
議
の
解
釈
が
従
来
の
「
非
軍
事
」
か
ら
「
非
侵
略
」
に
変
わ
っ
た
か
ら
な
の
か
。

（
五
）

自
衛
隊
に
お
い
て
、
偵
察
目
的
に
要
求
さ
れ
る
衛
星
の
分
解
能
レ
ベ
ル
や
数
値
を
定
め
て
い
る
か
。
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
六
）

こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
の
偵
察
目
的
の
情
報
収
集
活
動
に
お
い
て
、
現
在
の
情
報
収
集
衛
星
の
能
力
が
要
因
と
な
っ
て

活
動
が
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

ま
た
、
宇
宙
基
本
法
に
よ
り
、
商
業
用
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
観
測
レ
ベ
ル
を
超
え
た
高
分
解
能
の
偵
察
衛
星
を

複
数
機
持
つ
こ
と
は
可
能
に
な
っ
た
の
か
。

（
七
）

偵
察
衛
星
の
他
に
、
自
衛
隊
に
よ
る
早
期
警
戒
衛
星
・
通
信
衛
星
・
測
位
航
法
衛
星
・
海
洋
偵
察
衛
星
・
電
子
偵
察

衛
星
・
気
象
衛
星
・
通
信
傍
受
衛
星
を
開
発
、
所
有
、
運
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。
各
々
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
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た
い
。

（
八
）

宇
宙
の
軍
事
利
用
の
一
つ
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｔ
（
対
衛
星
兵
器
）
が
考
え
ら
れ
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｔ
に
は
、
い
わ
ゆ
る

キ
ラ
ー
衛
星
も
含
ま
れ
る
の
か
。
自
衛
隊
が
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｔ
、
キ
ラ
ー
衛
星
を
持
つ
こ
と
は
可
能
か
。

（
九
）

防
衛
省
は
本
年
八
月
二
十
九
日
、
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
下
に
宇
宙
開
発
利
用
の
基
本
方
針

を
検
討
す
る
作
業
チ
ー
ム
を
置
い
た
。
同
委
員
会
お
よ
び
作
業
チ
ー
ム
（
以
下
、
「
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員

会
」
と
略
）
は
、
宇
宙
基
本
法
が
な
け
れ
ば
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
が
ど
う
か
。

防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
は
、
何
を
目
的
と
し
て
置
か
れ
た
の
か
。
ま
た
、
各
々
の
構
成
メ
ン
バ
ー
を
す

べ
て
提
示
さ
れ
た
い
。

（
十
）

本
年
九
月
十
一
日
に
開
か
れ
た
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
第
一
回
会
合
で
、
林
防
衛
大
臣
は
「
我
が
国

の
み
な
ら
ず
各
国
で
は
防
衛
分
野
に
お
い
て
も
宇
宙
利
用
に
相
当
程
度
依
存
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
」

「
特
に
情
報
収
集
・
通
信
の
分
野
に
お
い
て
非
常
に
重
要
」
「
現
代
戦
に
お
い
て
は
情
報
面
で
の
優
位
性
の
確
保
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
大
き
な
鍵
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
宇
宙
利
用
は
有
力
な
手
段
と
し
て
各
国
と
も
極
め
て
重
視
」

「
情
報
面
で
の
優
位
性
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
化
す
る
宇
宙
開
発
利
用
は
重
要
」
と
、
自
衛
隊
と
日
本
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の
宇
宙
開
発
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
自
衛
隊
に
よ
る
宇
宙
開
発
と
利
用
を
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
「
各
国
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
国
を
念
頭
に
お
い
た
発

言
か
。

（
十
一
）

本
年
十
一
月
七
日
に
開
か
れ
た
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
第
二
回
会
合
で
、
青
木
節
子
氏
（
慶
應
義

塾
大
学
教
授
）
・
池
上
徹
彦
氏
（
宇
宙
開
発
委
員
会
委
員
）
・
中
田
勝
敏
氏
（
（
社
）
日
本
航
空
宇
宙
工
業
会
技
術
顧

問
）
の
三
名
を
講
師
と
し
て
招
聘
し
て
い
る
が
、
各
講
師
の
講
演
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

（
十
二
）

防
衛
省
は
会
合
の
開
催
に
あ
た
り
、
三
名
の
講
師
に
対
し
講
演
の
謝
礼
金
を
支
払
っ
て
い
る
か
と
思
う
が
、
防
衛

省
は
講
師
の
招
聘
に
つ
い
て
文
書
に
よ
る
決
裁
を
と
っ
て
い
る
か
。
事
務
の
実
績
を
跡
付
け
る
た
め
に
も
文
書
に
よ
る

決
裁
が
必
要
か
と
思
う
が
、
必
要
で
な
い
と
い
う
認
識
か
。

（
十
三
）

内
閣
官
房
に
置
か
れ
た
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
、
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
、
宇
宙
開
発
利
用
体
制
検
討
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
、
宇
宙
活
動
に
関
す
る
法
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
「
内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本

部
」
と
略
）
の
各
々
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
、
そ
の
宇
宙
開
発
に
関
す
る
専
門
分
野
を
示
さ
れ
た
い
。五



（
十
四
）

内
閣
官
房
が
ま
と
め
る
宇
宙
基
本
計
画
は
い
つ
策
定
さ
れ
、
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
検
討
結
果
が

ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
の
か
。
内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
で
の
議
論
と
、
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会

で
の
議
論
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。

（
十
五
）

宇
宙
基
本
計
画
と
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
検
討
結
果
は
、
防
衛
計
画
の
大
綱
見
直
し
と
次
期
中
期

防
衛
力
整
備
計
画
の
策
定
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
見
直
し
、
策
定
時
期
は
い
つ
で
、
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
せ
る
見
通
し
か
。

（
十
六
）

内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
の
議
論
は
、
公
開
が
当
然
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
非
公
開
と
す
れ
ば
、
そ
の

理
由
は
な
ぜ
か
。

ま
た
、
配
布
資
料
や
議
事
録
は
発
言
者
を
明
示
し
た
上
で
、
全
文
を
記
録
し
公
開
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。
で
き

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

（
十
七
）

内
閣
官
房
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
の
議
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
有
識
者
か
ら
の
意
見
を
聞
く
も
の
と
思
う
が
ど
う
か
。

そ
れ
に
は
宇
宙
開
発
・
利
用
、
自
衛
隊
も
し
く
は
米
軍
の
装
備
品
調
達
や
研
究
開
発
を
行
う
民
間
企
業
や
公
益
法
人
等

も
含
む
の
か
。
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ま
た
、
意
見
を
聞
く
有
識
者
の
選
考
の
範
囲
や
基
準
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は
何
か
。

（
十
八
）

同
様
に
、
防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
議
論
は
、
公
開
が
当
然
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
非
公
開
と

す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

ま
た
、
配
布
資
料
や
議
事
録
は
発
言
者
を
明
示
し
た
上
で
、
全
文
を
記
録
し
公
開
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。
で
き

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

（
十
九
）

防
衛
省
宇
宙
開
発
利
用
推
進
委
員
会
の
議
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
有
識
者
か
ら
の
意
見
を
聞
く
も
の
と
思
う
が
ど
う

か
。
そ
れ
に
は
宇
宙
開
発
・
利
用
、
自
衛
隊
も
し
く
は
米
軍
の
装
備
品
調
達
や
研
究
開
発
を
行
う
民
間
企
業
や
公
益
法

人
等
も
含
む
の
か
。

ま
た
、
意
見
を
聞
く
有
識
者
の
選
考
の
範
囲
や
基
準
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は
何
か
。

（
二
十
）

内
閣
官
房
の
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
は
、
「
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
機
関
や
行
政
組
織
の
見
直
し
・
検

討
」
を
行
う
。
本
年
十
一
月
四
日
の
宇
宙
開
発
戦
略
専
門
調
査
会
は
、
人
工
衛
星
の
利
用
に
関
す
る
今
後
の
検
討
課
題

の
一
つ
と
し
て
「
防
衛
利
用
に
か
か
る
今
後
の
研
究
開
発
活
動
に
お
い
て
宇
宙
機
関
と
の
連
携
の
方
策
」
を
あ
げ
て
い

る
。
宇
宙
機
関
が
何
を
示
す
か
に
つ
い
て
、
本
年
十
一
月
十
二
日
の
衆
院
内
閣
委
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
し
、
丸
山
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剛
司
・
内
閣
審
議
官
は
、
「
主
と
し
て
」
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
以
外
の
宇
宙
機
関
に
は
何
が
あ
る
か
。
宇
宙
開
発
委
員
会
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
）
、
情
報
通
信
研
究
機
構
（
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｔ
）
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
）
、
（
財
）
無
人
宇
宙
実
験
シ
ス
テ
ム
研
究
開
発

機
構
（
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｆ
）
、
（
財
）
リ
モ
ー
ト
・
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
）
は
含
ま
れ
る
か
。
そ
れ

以
外
に
も
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
機
関
や
行
政
組
織
に
は
、
防
衛
省
の
技
術
研
究
本
部
や
装
備
施
設
本
部
な
ど
も
含

ま
れ
る
か
。

（
二
十
一
）

宇
宙
基
本
法
附
則
第
三
条
で
は
、
施
行
後
一
年
を
目
途
に
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
等
に
関
す
る
検
討
、
同
第
四
条
で
は
宇
宙

開
発
利
用
を
行
う
行
政
組
織
の
検
討
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
法
を
改
め
る
と
い
う
こ
と

か
。
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
法
を
改
め
る
と
す
れ
ば
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
防
衛
省
の
所
管
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
か
。

ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
等
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
二
）

宇
宙
基
本
計
画
の
決
定
は
い
つ
か
。
宇
宙
基
本
計
画
の
決
定
後
、
宇
宙
活
動
法
を
制
定
す
る
考
え
は
あ
る
か
な

い
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
い
つ
か
。

八



（
二
十
三
）

諸
外
国
の
う
ち
、
最
も
多
く
軍
事
衛
星
を
打
ち
上
げ
、
保
有
（
稼
働
中
、
推
定
含
む
）
し
て
い
る
国
は
ど
こ

か
。
諸
外
国
の
軍
事
衛
星
の
数
は
い
く
つ
あ
る
か
（
推
定
含
む
）
。
国
別
・
種
類
別
に
答
え
ら
れ
た
い
。

（
二
十
四
）

こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
宇
宙
予
算
に
つ
い
て
、
軍
事
用
と
民
生
用
と
に
区
分
し
た
場
合
、
す
べ
て
民
生
用
か
、

異
な
る
か
。
異
な
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
比
率
か
。
来
年
度
概
算
要
求
に
つ
い
て
み
た
場
合
は
ど
う
か
。
軍
事
用
・

民
事
用
の
金
額
と
、
そ
の
比
率
を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
五
）

自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
で
の
活
動
や
イ
ン
ド
洋
で
の
給
油
活
動
に
お
い
て
、
通
信
目
的
、
情
報
収
集
目
的
に
使
用
し

た
人
工
衛
星
は
何
か
。
そ
れ
は
ど
こ
が
保
有
し
て
い
る
も
の
か
。

ま
た
、
大
容
量
を
確
保
す
る
た
め
商
用
衛
星
の
専
用
利
用
に
は
数
ヶ
月
、
秘
匿
系
の
通
信
の
構
築
に
は
一
年
以
上
か

か
っ
た
の
か
。
高
速
通
信
の
構
築
、
秘
匿
回
線
の
構
築
、
全
情
報
の
秘
匿
化
な
ど
に
民
間
商
業
用
衛
星
で
は
障
害
が

あ
っ
た
の
か
。
宇
宙
基
本
法
は
、
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
。

（
二
十
六
）

宇
宙
開
発
が
自
衛
隊
に
よ
り
軍
事
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
衛
星
の
開
発
か
ら
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
に

至
る
ま
で
今
ま
で
以
上
に
機
密
保
持
の
名
に
よ
る
情
報
の
非
公
開
や
警
備
の
強
化
が
考
え
ら
れ
、
国
民
の
生
活
や
権
利

を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
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警
備
の
強
化
の
た
め
に
自
衛
隊
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
保
障
は

あ
る
か
。
こ
れ
ま
で
自
衛
隊
は
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
の
際
に
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
か
。

（
二
十
七
）

（
社
）
日
本
航
空
宇
宙
工
業
会
は
、
宇
宙
基
本
法
成
立
後
の
本
年
六
月
、
「
我
が
国
新
宇
宙
開
発
体
制
の
在
り

方
」
と
い
う
提
言
を
発
表
し
、
「
安
全
保
障
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
、
早
期
警
戒
衛
星
、
可

変
軌
道
観
測
監
視
衛
星
を
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
。
国
は
こ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。
可
変
軌
道
観
測
監
視
衛

星
と
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
た
人
工
衛
星
か
。

ま
た
、
こ
の
提
言
に
つ
い
て
ど
う
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
。

（
二
十
八
）

準
天
頂
衛
星
は
官
民
共
同
で
開
発
が
進
め
ら
れ
、
来
年
度
打
ち
上
げ
が
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
準
天
頂
衛
星
は

測
位
機
能
だ
け
で
通
信
機
能
を
排
除
し
て
い
る
の
か
。

準
天
頂
衛
星
シ
ス
テ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
Ｇ
Ｐ
Ｓ
と
完
全
に
相
互
運
用
性
及
び
共
存
性
を
持
っ
て
設
計
」
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
昨
年
五
月
十
一
日
の
衆
院
内
閣
委
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
し
、
坪
井
裕
・
内
閣
参
事
官
は
「
準
天
頂

衛
星
か
ら
の
信
号
も
だ
れ
で
も
地
上
で
受
信
で
き
る
も
の
」
「
特
定
の
利
用
者
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
技
術
的
に

も
困
難
」
と
答
え
て
い
る
。
準
天
頂
衛
星
が
、
自
衛
隊
や
米
軍
に
よ
っ
て
軍
事
に
使
わ
れ
な
い
と
い
う
保
障
は
あ
る
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か
。

右
質
問
す
る
。
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